
 

○小田原市審議会等の会議の公開に関する要綱 

（平成１５年３月２０日） 

 

小田原市審議会等の会議の公開に関する要綱 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、小田原市情報公開条例（平成１４年小田原市条例第３２号。以下

「条例」という。）第２４条の規定に基づく審議会等の会議の公開に関し、必要な事項

を定めるものとする。 

（会議の公開の可否等） 

第２条 審議会等は、会議を開催する場合は、あらかじめ当該会議の公開の可否について、

決定しておかなければならない。ただし、公開を決定した会議の開催中において、当該

会議を公開しないこととするべき事由が生じたときは、当該審議会等の定めるところに

より、当該会議を公開しないことができる。 

２ 審議会等は、当該審議会等の会議の全部又は一部を公開しない場合は、その理由を明

らかにしなければならない。  

（会議開催の事前公表） 

第３条 審議会等は、会議を開催する１週間前までに、審議会等の会議開催のお知らせ

（様式第１号）を行政情報センターに備え置き、閲覧に供するとともに、その内容を本

市のホームページに掲載するものとする。ただし、緊急に審議会等の会議を開催する必

要が生じたときは、この限りでない。 

２ 審議会等は、会議を開催する場合は、事前に会議名、開催日時、担当室課名その他の

必要な事項を広報おだわらに掲載し、会議開催の周知に努めるものとする。ただし、緊

急に審議会等の会議を開催する必要が生じたときは、この限りでない。 

（会議の傍聴等） 

第４条 審議会等の会議の公開は、当該会議の傍聴を希望する者にその傍聴を認めること

により行うものとする。 

２ 前項の場合において、審議会等は、傍聴を認める者（以下「傍聴者」という。）の定

員を決めることができる。 

３ 前項の規定により、傍聴者の定員を決めた会議において、傍聴を希望する者が定員を

超えるときは、先着順により傍聴者を決するものとする。ただし、審議会等が必要と認

めるときは、抽選その他の方法によることができる。 

４ 審議会等は、会議の公開に当たっては、会議が公正かつ円滑に行われるよう、傍聴に

係る手続、遵守事項等を定め、当該会議の開催中における会場の秩序の維持に努めるも

のとする。 

（会議資料の提供） 

第５条 審議会等の会議を公開するに当たっては、当該会議に付する会議資料（条例第８

資料６ 



 

条各号のいずれかに該当する情報が記録されている部分を除く。）を配布するものとす

る。 

２ 前項の場合において、図面、地図、写真、報告書又は大量な会議資料その他の配布す

ることが困難である会議資料については、当該会議が終了するまでの間、当該会議を行

う場所に備え置き、傍聴者の閲覧に供することにより行うことができるものとする。 

（会議録等の公開） 

第６条 審議会等は、会議の終了後、速やかに、当該会議に係る審議会等の会議開催状況

報告書（様式第２号。この条において「報告書」という。）及び会議録を作成し、報告

書にあっては、前条第１項の会議資料を添えて、会議録にあっては、その写し（会議を

公開しないこととした場合及び条例第８条各号のいずれかに該当する情報が記録されて

いる部分を除く。）を総務部行政総務課に提出しなければならない。  

２ 前項の規定により提出された書類は、当該会議を開催した日の属する年度の翌年度の

末日まで、行政情報センターに備え置き、閲覧に供するものとする。 

（委任） 

第７条 この要綱に定めるもののほか、審議会等の会議の公開等に関し必要な事項は、審

議会等が別に定める。 

附 則 

この要綱は、平成１５年４月１日から施行する。 

附 則（平成１６年３月１日） 

この要綱は、平成１６年３月１日から施行する。 

  


